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加盟店募集業務│加盟店登録方法

オンライン申請加盟店向けサイトにて同意書内容をご確認ください。
「参加飲食店同意書」「個人情報の取り扱いについて」について同意すると、申請に進むことができます。

④

⑤

クリック

クリック

☑

チェックボックスをクリック

「加盟店登録申請フォーム」に必要事項を入力し、最下部の「申請する」ボタンを押してください。
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加盟店募集業務│加盟店登録方法

※加盟店登録画面のイメージになります。
今後、変更となる可能性がございます。

⑥

⑦
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加盟店募集業務│登録申込書

◆ ぎふ Go To Eat キャンペーン 食事券加盟店登録申請用紙

◆ 個人情報の取り扱いについて

◆ ぎふ Go To Eat キャンペーン 参加飲食店同意書
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加盟店募集業務│説明VTR｜事業概要について①

続いて、ぎふGo To Eatキャンペーンの概要についてご説明いたします。
岐阜県内では、合計100億円、発行冊数は最大80万セットを想定しております。
販売額10,000円にプレミアム率25％が加算され、1セット12,500円の食事券とし
て、加盟店で利用できます。
食事券は1回の購入申込で1人あたり2セット、20,000円分まで購入することが
可能です。
使用期間は令和2年10月26日～令和3年2月28日までを予定しております。
食事券は登録をいただいた岐阜県内の飲食店でご利用いただけます。
消費者の申込期間、引換期間はぎふGoToEatキャンペーン ホームページを
ご確認ください。

まず、ぎふGo To Eatキャンペーンの事業フレームについてご説明いたします。

消費者は、WEBまたは電話で事前に申込を行います。
その後、引換票番号を付与しますので、岐阜県内ファミリーマートで食事券に
引き換え、お支払いをいただきます。

加盟店の皆様は、換金用伝票と食事券の半券（換金用片）を GoToEatキャンペーン
岐阜県事務局 精算センターに送付いただき、
実績をもとに、事務局より入金をさせていただきます。
精算のフロー、入金などのスケジュールについては、別動画で詳しくお伝えさせて
いただきます。

加盟店向け ぎふGo To Eatキャンペーン 制度説明会の動画をご視聴いただき
ありがとうございます。
この動画では、参画を検討されている加盟店向けに、キャンペーンの概要を中心に
ご説明させていただきます。
岐阜Go To Eatキャンペーンについてご理解いただいた上で、できるだけ多くの
皆様に参画していただき、
少しでも地域経済に好循環を生みだせるきっかけにできれば幸いと考えております。

どうぞ、よろしくお願いいたします。

加盟店における手続きの流れです。
加盟店舗となるには、まず、ぎふGoToEatキャンペーンホームページより加盟店登
録をしていただきます。消費者は、飲食店での会計時に提示し、食事券を利用しま
す。加盟店は、GoToEatキャンペーン岐阜県事務局 精算センターに対して、食事券
の利用実績の報告を行い、内容確認後、事務局から利用実績分の振込を行うという
流れになります。 利用実績報告は、食事券の半券（換金用片）を郵送いただきま
す。換金用片の郵送を受けた上で、あらかじめ登録された銀行口座へ入金を行い、
精算いたします。本キャンペーンの概要や登録手続きが地域の皆様に十分にご理解
いただけるよう、問い合わせの専用コールセンターを設置しております。
加盟店舗には、事務局より事前にお送りするステッカーを掲示していただきます。
また、加盟店舗の一覧をホームページに掲載し、消費者に利用できる店舗の情報を
お知らせします。

次に加盟店の参加条件についてご説明いたします。
対象となる飲食店は、食品衛生法第52条第1項の許可を得ている飲食店であり、そ
の場で飲食させる事業者とし、接待飲食等営業を営む飲食店は対象外となります。
また、ガイドラインに基づいた新型コロナウイルス対策に取り組むことが参加条件
となります。加盟店よりホームページを通じて登録を行っていただき、ぎふGo To 
Eatキャンペーン事務局の登録を受けた店舗が食事券利用可能店舗となります。
登録を受けた店舗というのは、申請登録をしていただいた後に、審査を通過して登
録が完了している状態のことです。 ステッカーやポスター、取扱マニュアルや精
算のための伝票などのスターターキットが、お手元に届き次第取扱店舗として営業
することができます。また、岐阜県の行動指針等に沿った感染防止対策の実施を宣
言した事業者に配布される「新型コロナ対策実施店舗向けステッカー」を掲示、
さらに、「岐阜県感染警戒QRシステム」「岐阜市withコロナあんしん追跡サービ
ス」等に登録し、発行されるQRコードを店頭に掲示していただきます。
加盟店かどうかは、スターターキットが届いたあと、
店頭でのステッカー・ポスターの掲示、ホームページでの公表により、消費者にわ
かるように可視化されます。また、新型コロナウイルス対策として、対策確認のた
めに、抜き打ちチェックを不定期で実施します。対策を十分にしていない場合、登
録解除の可能性がございますので、ご注意ください。
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